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開 会◎

これより令和３年１月臨時○丸山裕次郎議長

県議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、濵砂守○丸山裕次郎議長

議員、来住一人議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期臨時会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

山下博三委員長。

〔登壇〕 おはようございま○山下博三議員

す。御報告いたします。

去る１月27日の議会運営委員会において、本

日招集されました、令和３年１月臨時県議会の

会期日程等について協議いたしました。

今期臨時会に提案されます知事提出議案は、

一般会計補正予算１件及び専決処分に係る報告

承認２件であります。

議案の内容等を踏まえ、当委員会において審

査いたしました結果、会期につきましては、本

日１日とすることに決定いたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期臨時会は、まず、議案の上程、知事の提

案理由説明及び所管常任委員会への議案の付託

が行われます。

ここで本会議を一旦休憩し、休憩中に常任委

員会を開催した後、本会議を再開し、付託され

た議案についての常任委員長の審査結果報告及

び採決を行います。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期臨時会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日１日とすることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

本日の日程は、お手元に配付の日程表のとお

りであります。〔巻末参照〕

議案第１号、報告第１号及び第２号上程◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第１号、報告第１号及び第

２号の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和３年１月臨時県議会の開会に当た

り、初めに、県議会の皆様におかれましては、

臨時会の開催につきまして格別の御配慮をいた

だき、厚くお礼を申し上げます。

令和３年１月29日(金)
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令和３年１月29日(金)

ただいま提案いたしました議案に関する御説

明に先立ち、まず、本県の新型コロナウイルス

感染症対策の状況について御報告申し上げま

す。

県内において、昨日までに確認された感染者

は1,790名であります。昨年11月20日、11月定例

県議会の開会日に御報告した県内の感染者数

は388名でありましたので、この２か月余りで、

実に1,400名以上増加したことになります。

また、このうち17名の方がお亡くなりになり

ました。県民を代表し、御冥福をお祈りいたし

ますとともに、御遺族の皆様に心からお悔やみ

を申し上げます。

現在も、医療機関や宿泊施設等において多く

の方が療養されており、一日も早く全快されま

すようお祈り申し上げます。

県内の感染者が急増する中、感染リスクと向

き合いながら、県民の命を守るという強い使命

感の下、最前線で昼夜を分かたず対応いただい

ている医療従事者や介護・福祉従事者の皆様、

感染症対策に取り組んでおられる皆様、そし

て、県民の暮らしを支える様々な業務に従事い

ただいている全ての関係者の皆様に対しまし

て、心より感謝を申し上げます。

私は、今週火曜日、宮崎大学医学部附属病院

や都城市郡医師会病院、都城保健所を訪問しま

した。そこで多くの皆さんが献身的に業務に当

たられている姿を目の当たりにするとともに、

御苦労されている実情などを直接伺い、本当に

頭が下がる思いでありました。以前、県立宮崎

病院や都農町国民健康保険病院を訪問した際

も、強い使命感と覚悟の下、懸命に取り組んで

おられる医療スタッフの姿に心打たれるものが

ありました。医師や看護師、保健師をはじめ、

医療や感染症対策に携わっておられる全ての皆

様に対し、深く敬意を表しますとともに、その

御尽力に重ねて御礼申し上げます。

県内における「第３波」を振り返ります

と、11月下旬から宮崎・東諸県郡圏域を中心と

して徐々に新規感染者が増加しました。このた

め、12月７日から、県民の皆様に対し、東京都

や愛知県などの感染拡大地域への不要不急の往

来の自粛を要請するとともに、宮崎市との協議

を踏まえ、おおむね２週間を期間として、宮崎

市を「感染警戒区域」（オレンジ区域）に指定

し、イベントにおける会食等の場面の制限、Ｇ

ｏ Ｔｏ イートキャンペーンの人数を４人以下

の単位とするなど、会食における感染防止対策

を強化しました。

また、年末年始を控え、県外との往来や会食

などの機会が増える12月を「感染拡大防止強化

月間」と位置づけ、強く注意喚起するなど、感

染リスクを減少させるための取組を行ったとこ

ろであります。

その後、一旦減少した感染者数が、クラス

ターの発生等により再び増加傾向を示すなど、

感染が収束しない状況であったことから、12

月22日に宮崎市の「感染警戒区域」の指定を延

長するとともに、これに伴う行動要請を継続い

たしました。

あわせて、宮崎市において複数の高齢者施設

等でクラスターが発生し、基礎疾患をお持ちの

高齢者が亡くなられたことを重く受け止め、高

齢者等への感染防止対策を強化するため、宮崎

市に所在する高齢者施設等については、緊急や

むを得ない場合を除いて面会を制限することと

いたしました。また、県外在住の本県出身の方

などに対し、年末年始の本県への帰省は慎重に

判断いただくようお願いしたところでありま

す。
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令和３年１月29日(金)

年末にかけて、都城市において新規感染者数

が急激に増加したことから、速やかに感染拡大

防止策を講じるため、都城市とも協議を行

い、12月31日に同市を「感染警戒区域」（オレ

ンジ区域）に指定するとともに、県内の感染が

鎮静化していない状況を踏まえ、12月と同様、

１月も「感染拡大防止強化月間」と位置づけ、

引き続き感染防止対策を強化することとしまし

た。

年が明けた後も、連日にわたり30人以上の新

規感染者が確認されるなど感染拡大が収まら

ず、県内の医療現場には大きな負担がかかる状

況にありました。このまま感染拡大が続いた場

合、医療提供体制に支障が生じるおそれがあっ

たことから、本県の状況は、国の分科会が示す

ステージ３「感染急増段階」に相当すると判断

し、１月５日、県下全域に、県の対応方針に定

めるレベル３「感染拡大緊急警報」を発令しま

した。

また、爆発的に感染が拡大している都城・北

諸県圏域を「感染急増圏域」（赤圏域）に変更

し、住民の皆様の原則、外出自粛やイベントの

中止・延期、酒類を提供する飲食店等への営業

時間短縮要請などの措置を講ずることとしたと

ころであります。

時々刻々と事態が変化する中、宮崎・東諸県

圏域においても新規感染者数が急増し、１月６

日に実施したＰＣＲ等の検査では、県全体の新

規感染者数が105人と、100人の大台を超えた衝

撃的な数字が判明するとともに、直近１週間の

人口10万人当たりの感染者数が32人を超えて全

国で３番目となるなど、国の分科会が示すス

テージ４「感染爆発段階」の目安を上回る、極

めて深刻な状況となりました。

このまま爆発的な感染拡大が続いた場合、県

内の医療現場においては、新型コロナウイルス

感染症への対応と通常医療との両立が困難にな

り、医療提供体制の機能不全、言わば医療崩壊

につながるおそれがあることに加え、県民生活

や地域経済にも極めて深刻な影響が及びかね

ず、まさに、本県は「歴史的な危機」に直面し

ているとの認識に至ったところであります。

今こそ最も強くブレーキを踏むべき重大な局

面にあり、県を挙げて最大限の感染防止に取り

組む必要があると判断し、１月７日、県内全域

に県独自の「緊急事態宣言」を発令いたしまし

た。

この直前、全国では、感染拡大が続いて医療

体制が逼迫している１都３県から国に対し、法

に基づく国の緊急事態宣言を要請する動きがあ

りました。しかしながら、国の緊急事態宣言に

当たっては、都道府県による国への要請は法律

上の要件とされておらず、同宣言の対象とする

かは、諮問委員会の意見を踏まえて国が総合的

に判断することとされています。国は、社会経

済に与える影響の大きさから、緊急事態宣言に

ついて慎重に考えており、１都３県の取扱いの

検討にも時間を要している状況にありました。

このような中、私は知事として、時期を失す

ることなく早急に本県の深刻な状況に対処する

ことが何よりも重要であると判断し、何として

も県民の命と暮らしを守らなければならない、

先手先手の対策をちゅうちょなく講じるべきで

あるとの強い思いから、県独自の緊急事態宣言

を発令することを決断した次第であります。

最終的な決定に当たりましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策協議会において、専門家の

皆様の知見や御意見を十分お伺いするととも

に、県内26市町村長と私が、ウェブ会議により

直接意見交換を行い、県内の感染状況について
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令和３年１月29日(金)

認識を共有し、対応方針の確認等を行ったとこ

ろであります。

この宣言の発令に伴い、県民の皆様には、原

則、外出自粛や県外との往来自粛、イベントの

中止・延期をはじめとする行動要請をお願いす

るとともに、県内全ての飲食店等に対し、１

月22日までを期間として、午後８時までの営業

時間短縮の要請を行いました。

なお、営業時間短縮要請に係る協力金につき

ましては、国の地方創生臨時交付金の協力要請

推進枠を最大限に活用し、市町村とも緊密に連

携して支給することとしたところであります。

その後、１日当たりの新規感染者数について

は、105人をピークとして確実に減少傾向を示し

ており、この宣言は、感染爆発の抑制に一定の

効果があったものと考えております。

しかしながら、１月19日時点で新規感染者数

が50人を超えるなど、厳しい感染状況が続く

中、１月23日以降の宣言の取扱いにつきまし

て、１、県内の感染状況、２、医療提供体制の

状況、３、県外の状況の３つの視点から、慎重

に分析・検討しました。

１点目の県内の感染状況については、感染者

数自体は減少傾向にあるものの、宮崎・東諸県

圏域において、国の分科会が示した指標に基づ

く各種数値が高止まりするなど、十分に鎮静化

しておらず、高齢者施設やカラオケ店において

クラスターが相次いで発生するなど、県内各地

に感染拡大の火種が残っており、引き続き厳し

い状況にあると分析したところであります。

２点目の医療提供体制の状況については、重

症者が当時、過去最多の８人となり、宮崎・東

諸県圏域では実質的に満床に近くなるなど、医

療提供体制の逼迫が深刻化し、県内は、言わば

医療崩壊の入り口にあると言っても過言ではな

い状況にありました。病床占有率などの数値以

上に、医療現場に強い負荷がかかっており、さ

らに負担が増えると、本来救えるはずの命が救

えなくなる事態が強く懸念されるところであり

ました。

３点目の県外の状況については、県独自の緊

急事態宣言以降、国の宣言地域の対象拡大や各

県独自の宣言が続き、静岡県において変異ウイ

ルスが確認されるなど、一層厳しさが増す状況

にありました。そのため、たとえ県内の感染が

一定の改善方向にあったとしても、緊急事態宣

言による最大限の警戒態勢を緩める状況にはな

いと判断したところであります。

以上の状況分析を踏まえ、専門家の御助言も

いただきつつ、引き続き最大限のブレーキを踏

み続ける必要があると判断し、宣言を２月７日

まで延長することを決断いたしました。

県民の皆様や事業者の皆様には、１か月とい

う長期間にわたり、大変な御負担・御苦労をお

かけすることになりますが、知事として、県民

の命と暮らし、そして本県の医療を守るという

強い信念から考え抜いた上での重い決断であり

ます。

県議会をはじめ、県民の皆様や事業者の皆様

におかれましては、何とぞ御理解と御協力を賜

りますよう、心からお願い申し上げます。

新型コロナウイルスワクチンにつきまして

は、国が示しているスケジュールの想定では、

まず、２月下旬から、国主導で１万人の医療従

事者を対象として接種を先行的に実施し、その

後、３月から順次、医療従事者、高齢者、基礎

疾患のある方というように、優先順位を決めて

接種することとされております。県民の皆様に

は、お住まいの市町村から接種券（クーポン

券）が順次配付される予定となっております。
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令和３年１月29日(金)

県においては、迅速かつ円滑なワクチン接種

を推進するため、先般、福祉保健部内に９名の

プロジェクトチームを設置したところであり、

今後、専任職員等を加えるなど体制を拡充して

まいります。

現在、医薬品の卸売業者との協議や市町村会

議などを実施しているところであり、引き続

き、国、市町村、医療機関等と緊密に連携し、

適時適切に情報発信を行うなど、県民の皆様が

速やかに接種を受けられるよう万全を期してま

いります。

次に、プロ野球とＪリーグの春季キャンプに

係る対応についてであります。

先般、プロ野球とＪリーグの新型コロナウイ

ルス対策連絡会議等におきまして、万全の感染

防止対策を行い、予定どおりキャンプを実施す

ることや、観客の取扱いは地元自治体の方針に

従って対応することなどが決定されました。

今回、国及び県独自の緊急事態宣言下での

キャンプ実施となることから、キャンプを通じ

て感染者数を増やさないということが大変重要

であると考えております。このため、キャンプ

受入れ市町と調整し、プロ野球球団・Ｊリーグ

チームに対し、国または県独自の緊急事態宣言

の期間中は、無観客でキャンプを実施するとと

もに、選手等には県民に求めるものと同様の最

大限の行動要請を遵守いただくことを強く要請

し、それぞれ了解いただきました。

まずは、県及び受入れ市町の要請を踏まえ、

キャンプが安全安心に行われることが第一であ

ると考えております。そして、球団やチームと

緊密に連携を図り、長年にわたりキャンプ地と

して貢献してきた本県だからこそ寄せられてい

る期待にしっかりと応え、着実にその役割を果

たすとともに、無観客とはいえ、キャンプに伴

う県外との往来の増加に最大限の警戒を図るな

ど、引き続き適切に対応してまいります。

新型コロナウイルス感染症による社会・経済

への影響につきましては、これまで、県民の命

と暮らしを守る取組や地域経済を支える対策を

含め、総額748億円余の対策を講じてまいりまし

た。

このような中、県独自の緊急事態宣言に伴う

営業時間短縮の要請等により、飲食店の皆様に

加え、飲食関連事業者等の皆様も大きな影響を

受けておられることから、国が表明している売

上げの減少した中堅・中小事業者に対する支援

措置について、法に基づく営業時間短縮の要請

を行っている本県も対象に加えるよう、県議会

の皆様の御協力を賜り、本県の地方６団体で、

国に対し強く要望を行っているところでありま

す。

しかしながら、現時点で国の動向が不透明で

あるとともに、飲食関連事業者の皆様の厳しい

実情をお聞きする中で、国の判断を待つことな

く県独自で早急に支援する必要があると判断

し、今回提案いたしました補正予算案におい

て、必要な経費を計上したところであります。

これに加え、現在、外出自粛や営業時間の短

縮等により、地域経済に大きな影響が生じてお

りますことから、県民の暮らしや本県経済の回

復を図るため、感染状況を見極めつつ、宣言解

除後の経済回復に向け、機動的かつ速やかに消

費喚起策を講じることとしております。

また、県議会の皆様の御理解の下、12月16日

に、鳥インフルエンザの防疫対策に加え、ひと

り親世帯及び生活困窮者を支援するための経費

について、さらに１月８日に、飲食店等の営業

時間短縮の要請に伴う市町村と連携した協力金

を迅速に支給するための経費について、合計84
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令和３年１月29日(金)

億円余の専決処分を行ったところであります。

本県における第３波は、全国の感染拡大とタ

イミングを同じくして感染が広がっておりま

す。本県の感染拡大の内容を分析しますと、年

末年始の帰省を含む、県外からの来訪者との接

触に端を発した感染が、飲食店やホームパー

ティーなどの会食の場や、職場、家族等を通し

て広がり、さらに高齢者施設やスポーツジム、

カラオケ店、学校活動等でのクラスターにつな

がっていったものと考えられます。

これらの感染の実例の中には、発熱の症状が

見られたにもかかわらず、一定の期間、医療機

関を受診せず感染を広げたケースや、体調が悪

かったものの、無理をして職場に出勤してクラ

スターが発生したケース、会食の場で長時間マ

スクを外して飲食したり、施設内や喫煙所でマ

スクを着用せずに会話をしたりしたことにより

感染したケースが見受けられました。

私は、このような実例を踏まえ、同様の感染

を繰り返さないことが大切だと考えておりま

す。

県民の皆様には、マスクを外さない、小まめ

な手洗い・手指消毒を徹底する、３つの密を避

ける、体調がすぐれないときは自宅で休むな

ど、改めて基本的な感染対策を徹底いただきま

すようお願いいたします。

特に、このたびの県独自の緊急事態宣言の期

間中は、最大限の感染防止対策に取り組むよう

お願いいたします。可能な限り人との接触機会

を減らし、移動はなるべく日常生活の範囲内と

するとともに、会食などはいつも一緒に過ごし

ている身近な人と行ってください。その場合

も、４人以下、２時間以内を守っていただきま

すようお願いいたします。

「自分は大丈夫だ、コロナは他人ごと」と決

めつけず、お一人お一人が、いま一度、自身が

取るべき行動を考えつつ、思いやりの心を持っ

てお互いを大切にする、そのような宮崎県であ

りたいと考えております。

自分や大切な人を守るため、そして危機的な

状況にある本県の医療を守るため、「うつらな

い」「うつさない」ための感染防止行動を徹底

いただきますよう、重ねてお願い申し上げま

す。

県民が心を合わせて取組を進めている中、感

染された方や、感染者が利用した飲食店、そし

て、私たちの命や健康、暮らしを守るために尽

力されている医療・介護・福祉従事者や、物流

・交通事業に携わる皆さん、その家族を傷つけ

るような言動や、ＳＮＳ上の心ない書き込みな

どにより、当事者の皆さんが傷つき悲しんでお

られる状況があります。

不当な差別や偏見といった人権侵害は決して

許されるものではありません。お互いを思いや

る気持ちを持ちながら、今後とも正確な情報に

基づき、冷静な行動をお願いいたします。

それでは、本日提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計56億5,458万5,000円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は7,170億3,560万4,000円となります。今回の

補正予算による一般会計の歳入財源は、国庫支

出金56億5,458万5,000円であります。なお、財

源は、全額、国の地方創生臨時交付金を活用し

ております。

以下、一般会計補正予算案に計上しておりま

す事業の概要について御説明いたします。

新型コロナウイルス感染症が長期化する中、

第３波に対処するため、営業時間の短縮要請等
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令和３年１月29日(金)

により再び厳しい状況に置かれている飲食店に

加え、関連事業者への支援や、地域における消

費喚起の取組をパッケージとして実施し、地域

経済を維持するための経済対策を早急に実行す

ることが大変重要であると考えております。

このため、大きな影響を受けている飲食関連

事業者等を支援するため、時短要請に応じた飲

食店等と直接の取引がある関連事業者やタク

シー・代行運転事業者など、直接的に大きな影

響を受けた事業者に対し、県独自に20万円を支

給いたします。

また、外出自粛やイベントの中止・延長等に

よって多くの事業者が影響を受けていることか

ら、県と市町村が連携して、商店街への支援や

プレミアム付商品券の発行など、地域の実情に

応じた消費喚起策を講じ、県内経済の再生・復

興を図ってまいります。

さらに、飲食店等への営業時間短縮要請を２

月７日まで延長したことに伴い、市町村と連携

した飲食店等への協力金について所要額を措置

いたします。

以上、事業の概要について御説明いたしまし

た。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

報告第１号及び第２号は、先ほど御説明いた

しました、令和２年度宮崎県一般会計補正予算

（第11号）及び（第12号）の専決報告であり、

いずれも早急に対応するため、専決処分を行っ

たものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

１年以上にも及ぶ新型コロナウイルスとの闘

いは、国内外において、極めて厳しい状況が続

いております。この難局を克服し、感染拡大の

防止と県民生活の維持を図りつつ、本県経済の

発展を持続可能なものとし、「感染症に強い社

会」を築いていくことが、今を生きる私たちに

課せられた使命であり、将来世代に対する責務

であると考えております。

そのためにも、まずはこの第３波の感染拡大

を、何としても食い止めなければなりません。

まさに、今が正念場であります。

この「歴史的な危機」に際し、県民の命と暮

らし、そして私たちのふるさと宮崎を守り抜く

ため、強い覚悟を持って私自身が先頭に立ち、

県民の安心を確保してまいります。

県議会の皆様をはじめとする県民の皆様、市

町村や医療機関、関係団体の皆様と心を一つ

に、全力を傾けてまいりますので、御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

議案第１号、報告第１号及び第２号◎

委員会付託

議案第１号、報告第１号及○丸山裕次郎議長

び第２号に対する質疑の通告はありません。

これらの議案は、お手元に配付の付託表のと

おり、関係の委員会に付託いたします。

ここで、常任委員会開催のため、暫時休憩い

たします。

午前10時27分休憩

午後４時０分再開

常任委員長審査結果報告◎

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。
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令和３年１月29日(金)

議案第１号、報告第１号及び第２号を一括議

題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、野﨑幸士委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号「令和２年度宮崎県一般会計補正予

算（第13号）」外２件であります。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対

策のための飲食店等に対する営業時間短縮要請

に伴い、その影響を受ける飲食関連事業者等へ

の支援等に係る経費について措置するもの

で、56億5,400万円余の増額補正となっており、

歳入財源は、全額が国庫支出金となっておりま

す。この結果、補正後の一般会計の予算規模

は7,170億3,500万円余となります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

次に、「新型コロナウイルス感染症対策に係

る財政支援等の拡充を求める意見書」について

であります。

年明けからの新型コロナウイルスの爆発的な

感染拡大を受けて、本県では独自の緊急事態宣

言を発令し、県民への外出自粛や飲食店等への

営業時間短縮要請が行われているところであり

ます。

これまでの度重なる営業時間短縮要請によ

り、飲食店をはじめ、その関連事業者が被った

経済的打撃は非常に大きく、その影響は、長期

化、深刻化の様相を呈しております。

そのような中、今後も、感染拡大防止対策を

継続しつつ、医療・検査体制の維持充実や、地

域経済の活性化をはじめとする県民に寄り添っ

た施策を実現していくためには、十分な財源が

必要であり、それを確保することが何より肝要

であります。

このようなことから、国に対して、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る財政支援として、

積極的な予算措置等を行うよう強く要望するも

のであります。

当委員会といたしましては、この意見書を全

会一致で決定したところでありますので、議長

においてよろしくお取り計らいいただきますよ

うお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、図○丸山裕次郎議長

師博規委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○図師博規議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

福祉保健部の補正予算についてであります。

今回の補正は、県独自の緊急事態宣言の延長

に伴い、飲食店等への営業時間短縮要請期間を

延長したことから、この期間において追加で要

することとなった協力金を支給するための経費

を措置するもので、一般会計で34億2,700万円余

の増額であります。この結果、特別会計を合わ

せた補正後の予算額は2,775億6,700万円余とな

ります。

このことについて委員より、「協力金の補正
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令和３年１月29日(金)

額について、前回の専決処分の額と今回の補正

額が大きく異なっているのはなぜか」との質疑

があり、当局より、「前回は考えられる最大値

を見込み、食品衛生法に基づく営業許可件数で

ある約１万3,000店舗を基に積算を行ったが、今

回は、各市町村における１月９日から22日の支

給見込件数を調査した結果、約6,000店舗であっ

たことを踏まえ積算したことが主な理由であ

る」との答弁がありました。

また、別の委員より、「各事業者間で事業規

模が異なるため、支援のバランスを図るのは難

しい課題であるが、今回、現場の声に基づき対

象を店舗ごとにしたことについては、高く評価

したい」との意見がありました。

当委員会といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により経済情勢の先行きが見

通せない中、感染拡大防止対策のため営業時間

短縮要請に協力している事業者に対し、速やか

に協力金が支給されるよう、市町村と緊密に連

携して対応いただくことを要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、武田浩一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○武田浩一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、全会一致

で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

商工観光労働部の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、１月７日に発令された県独自

の緊急事態宣言に伴う営業時間短縮要請で直接

的に大きな影響を受けている飲食関連事業者等

を支援するための経費と、外出自粛等により停

滞している経済活動の回復に向けた消費喚起対

策に必要な経費として、一般会計で22億2,600万

円余を増額補正するものであります。この結

果、特別会計を合わせた補正後の予算額は637

億2,200万円余となります。

このうち、「飲食関連事業者等緊急支援事

業」についてであります。本県がいち早く飲食

関連事業者等への支援を判断されたことを評価

する一方で、複数の委員より、詳細な制度設計

を求める意見や、事業者に対する丁寧な説明を

求める意見がありました。

このたびの緊急事態宣言に伴う営業時間短縮

要請により売上げに影響が出ている飲食店をは

じめ、飲食店と取引のある関連事業者や、不要

不急の外出や移動の自粛による影響を受けてい

る事業者より、事業の継続や雇用の維持につい

て支援を求める声など、行政に対する期待が多

く寄せられています。

当委員会といたしましては、このたびの事業

者に対する支援金の支給について迅速に対応し

ていただくとともに、経済活動の支援について

も、今回の支援のみならず、感染状況を踏まえ

た長期的な展望を持って引き続き検討していた

だくよう、強く要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、安田厚生副委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○安田厚生議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、
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報告第１号であります。

これは、令和２年12月16日に専決処分を行っ

た、令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第11

号）の承認を求めるものであります。

この結果、農政水産部の一般会計は９億8,100

万円余の増額となり、特別会計を合わせた農政

水産部の補正後の予算額は503億100万円余とな

ります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、全会一致

で承認すべきものと決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

今回の専決処分に係る補正予算の内容は、家

畜伝染病発生時における迅速かつ的確な初動防

疫等を万全に実施するため、鳥インフルエンザ

発生時における防疫措置に必要な経費の増額

や、移動制限区域内で発生する餌代の掛かり増

し経費等について支援するものであります。

当委員会といたしましては、今後、鳥インフ

ルエンザが発生するリスクを減らすためにも、

多角的な視点から防疫の取組を検証するなど、

国の疫学調査チームの指摘事項やこれまでの防

疫体制における課題等についてしっかりと検証

を行い、今後の防疫活動に生かしていただくよ

う要望いたします。

最後に、厳しい環境の中、昼夜を問わず防疫

作業に従事された方々へ敬意を表し、感謝を申

し上げます。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結○丸山裕次郎議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑・討論の

通告はありません。

議案第１号、報告第１号及び第２号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議案第１号、報告第１号及び第２号につい

て、一括お諮りいたします。

これらの議案に対する委員長の審査結果報告

は、可決または承認であります。委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、これらの議案は、委員長の報告のとお

り可決または承認されました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和３年１月29日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 総務政策常任委員長 野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

新型コロナウイルス感染症対策に係る財政

支援等の拡充を求める意見書

議員発議案第１号追加上程、採決◎

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号を日程に追加し、議題とする

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

令和３年１月29日(金)
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御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

議員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

以上で、今期臨時会の議事○丸山裕次郎議長

は全て終了いたしました。

これをもちまして、令和３年１月臨時県議会

を閉会いたします。

午後４時15分閉会

令和３年１月29日(金)
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